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中国電力グループの現況に関する事項 

(1) 主要な事業所（2026年３月31日現在） 

①当社の主要な事業所 

ａ．本店（広島県広島市） 

ｂ．支社 鳥取（鳥取県鳥取市）、島根（島根県松江市）、岡山（岡山県岡山市）、 

山口（山口県山口市）、東京（東京都千代田区） 

ｃ．主要な発電所 

区 分 発 電 所 名（所在地） 

水 力 
（出力３万 kＷ以上） 

俣野川（鳥取県）、潮（島根県）、新成羽川（岡山県）、可部、 

南原、滝山川（以上広島県） 

火 力 
（出力 20万 kＷ以上） 

三隅（島根県）、水島、玉島（以上岡山県）、大崎（広島県）、 

柳井、新小野田（以上山口県） 

原子力 島根原子力（島根県） 

太陽光 福山太陽光（広島県）、宇部太陽光（山口県） 

②重要な子会社の主要な事業所 

会 社 名 本店所在地 

総 合 

エネルギー 

事 業 

株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 広島県広島市 

エネルギア・パワー山口株式会社 山口県防府市 

送 配 電 

事 業 

中国電力ネットワーク株式会社 
広島県広島市 

株式会社電力サポート中国 

情 報 通 信 

事 業 
株式会社エネコム 広島県広島市 

そ の 他 

中電プラント株式会社 

広島県広島市 

株式会社エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ 

株式会社エネルギア・ビジネスサービス 

中電技術コンサルタント株式会社 

中電工業株式会社 

中電環境テクノス株式会社 

中国計器工業株式会社 広島県安芸郡府中町 

株式会社アドプレックス 
広島県広島市 

中国高圧コンクリート工業株式会社 

（注）当社は、2025年６月30日付で中電工業株式会社および中国計器工業株式会社の全株式を中国電力ネッ

トワーク株式会社に譲渡しました。 

 

  

2



(2) 従業員の状況（2026年３月31日現在） 

事 業 区 分 従 業 員 数（名） 前年度末比増減（名） 

総 合 エ ネ ル ギ ー 事 業 3,815 10増 

送 配 電 事 業 4,614 22増 

情 報 通 信 事 業 1,011 16増 

そ の 他 3,166 32増 

合    計 12,606 80増 

（注）従業員数は、就業人員数を記載しております。 

(3) 主要な借入先（2026年３月31日現在） 

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 億 円 ） 

株式会社日本政策投資銀行 3,960 

株式会社みずほ銀行 2,228 

三井住友信託銀行株式会社 1,551 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,510 

株式会社三井住友銀行 1,437 

 

当社の株式に関する事項（2026 年３月 31 日現在） 

(1) 発行可能株式総数          10億株 

(2) 発行済株式の総数   ３億8,715万4,692株 

(3) 株主数            12万2,323名 

(4) 大株主 

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 42,568 11.8 

山口県 34,005 9.4 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 15,270 4.2 

日本生命保険相互会社 10,373 2.9 

中国電力株式投資会 7,213 2.0 

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 6,713 1.9 

株式会社広島銀行 5,000 1.4 

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR 

ARCUS FUND SICAV - ARCUS JAPAN FUND 
4,657 1.3 

JP MORGAN CHASE BANK 385781 4,550 1.3 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 4,256 1.2 

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式2,666万9,930株を控除して計算しております。 
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(5) 当年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 

役 員 区 分 株式数（株） 交付対象者数（名） 

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く） 19,600 ２ 

（注）当社の業績連動型株式報酬の内容については、事業報告「２．当社の役員に関する事項 (4)取締役の

報酬等」に記載しております。 

 

当社の会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の名称 

 有限責任 あずさ監査法人 

(2) 会計監査人の報酬等の額 

区 分 
報酬等の額 

（百万円） 

①当年度に係る会計監査人としての報酬等の額 78 

②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 135 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査報酬額と、金融商品取引法に

基づく監査報酬額等とを区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額には、これらの

合計額を記載しております。 

２．監査等委員会は、社内関係部門および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監

査計画の内容、監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠（監査日数、報酬単価）を確認し、審

議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意をして

おります。 

３．当社グループが支払うべき会計監査人としての報酬等の額については、上記以外に前事業年度

に係る追加報酬の額が１百万円あります。 

(3) 非監査業務の内容 

会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）とし

て、当社は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務、サステナビリティ開示基準（Ｓ

ＳＢＪ基準）への対応に関する分析業務およびデリバティブ取引のリスク管理に関する勉強

会の実施を委託し、その対価を支払っております。 

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査等委員会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項に定める解任事由のいずれかに

該当すると認められる場合、会計監査人を解任いたします。 

また、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により適正な監査の遂行が

困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変

更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任

に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。 
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

(1) 業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針 

当社は、株主・投資家のみなさま、お客さま、地域社会等から信頼され選択される企業であ

り続けるため、次の方針に従って、必要な組織・制度等を継続的に整備し、エネルギアグルー

プ一体となって適正な事業活動を推進していく。 

１．当社の取締役、執行役員および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制 

⑴ 取締役会は通常月１回開催し、経営の基本方針・計画や重要な業務執行の決定を行うと

ともに、取締役から定期的に、また必要に応じて、職務執行状況の報告を受け、取締役の

職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、

取締役会への報告を求める。 

⑵ 取締役会に付議する事項を含め経営に関する重要事項について十分に審議するため、経

営会議を原則として毎週開催する。 

⑶ 執行役員に業務執行を担わせることにより、取締役会の意思決定および監督機能の強

化、ならびに業務執行の効率化を図る。 

⑷ エネルギアグループ企業行動憲章および中国電力コンプライアンス行動規範を制定し、

取締役および執行役員がこれを率先垂範するとともに、自らの役割として使用人に対しそ

の定着と徹底を図る。 

⑸ 取締役会の諮問機関として、会長を委員長とし、社外有識者を構成員に含む企業倫理委

員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項を審議する。また、コンプライアンス

の推進を総括する組織を設置し、企業倫理・法令遵守の徹底を図るべく、コンプライアン

ス推進に係る諸制度の継続的な整備・充実、取締役、執行役員および使用人に対する教育

等を行う。 

⑹ 法令違反行為等の未然防止と是正を図るため、社内および社外（弁護士事務所）に直接

相談・通報できる企業倫理相談窓口を設置し、相談者保護を含めた的確な対応を行う。 

⑺ 各組織の長は、それぞれの組織内においてコンプライアンスに関する自己点検や教育等

を行うとともに、業務運営に関する諸制度の整備を継続的に行う。 

⑻ 財務報告に係る内部統制を総括する組織を設置し、財務報告の信頼性確保に係る制度の

整備、指導・調整を行う。 

⑼ 市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求等への対応を総括す

る組織を設置し、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、断固として対決する。 

⑽ 業務執行ラインから独立した内部監査組織を設置し、業務の適正を確保する観点から、

監査を実施する。 

２．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

⑴ リスク管理基本方針およびリスク管理規程を定め、各組織において各種リスクの洗い出

し、評価、対応策の検討を行い、経営計画等に反映して継続的にリスク管理を実践する。 
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⑵ リスク管理を総括する組織を設置し、リスク管理に係る必要な指導・調整を行うととも

に、社長執行役員を議長とするリスク戦略会議を設置し、重大な経営リスクへの対応方針

等を総合的に検討する。 

⑶ 非常災害その他重大な経営リスクが生じるおそれがある場合または生じた場合には、対

策本部等を設置して、情報を一元的に収集・管理し迅速かつ円滑に対策を実施するととも

に、適時・的確な情報公開を行う。 

３．当社の取締役および執行役員の職務執行に係る情報保存および管理に関する体制 

取締役および執行役員の職務執行に係る文書（電子文書を含む。）等については、文書規

程等に基づき、法令に定めがあるものについては少なくともその期間、法令に定めがないも

のについても必要な保存期間を定め、適切に保存・管理する。 

４．当社の取締役および執行役員の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

⑴ 経営の基本方針・目標を明確化し、経営計画制度によるマネジメントサイクルを的確に

回すことにより、効率的な事業運営を推進する。 

⑵ 適切に組織（組織機構・業務分掌・職務権限）・制度・情報システムの整備を行い、効

率的に職務執行が行われる体制を継続的に整備する。 

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

⑴ グループ企業の取締役、執行役員および使用人の職務執行が法令および定款に適合する

ことならびに取締役および執行役員の職務執行が効率的に行われることを確保するための

体制 

ａ．グループ企業管理を総括する組織を設置するとともに、グループ経営の方針・目標を

定め、グループ一体となった効率的な事業運営を推進する。また、グループ企業管理に

係る諸制度を整備し、各企業の事業活動を適切に指導・支援する。 

ｂ．グループ企業におけるコンプライアンスを推進する体制整備については、当社の関係

組織が連携して適切に指導・支援を行う。 

ｃ．当社が設置する企業倫理相談窓口は、グループ企業に係る相談・通報に的確な対応を

行う。 

ｄ．当社の内部監査組織は、グループ企業における業務の適正を確保する観点から、監査

を実施する。 

⑵ グループ企業の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

グループ企業におけるリスク管理を推進する体制整備については、当社の関係組織が連

携して適切に指導・支援を行う。 

⑶ グループ企業の取締役および執行役員の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体

制 

ａ．グループ経営に重大な影響を及ぼす事項を実施する場合には、当社への協議または報

告を求める。 

ｂ．上記ａ．以外でグループ企業において、コンプライアンスまたはリスク管理の観点か

らグループ経営に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合、または発生が見込まれる場

合には、当社への報告を求める。 
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６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締

役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および監査等委員会から当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令外の組織として、監査等委員会の

職務を補助する専任組織を設置し、必要な使用人を配置する。当該使用人については、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に係る業務を兼務させず、もっぱら監査

等委員会の指揮命令に従わせるものとし、また、人事に関する事項については、監査等委員

会の同意を得たうえで行う。 

７．当社の監査等委員会への報告に関する体制 

⑴ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人が当社の監

査等委員会に報告をするための体制 

ａ．監査等委員会は、経営会議や企業倫理委員会等の重要会議に監査等委員を出席させる

ことができる。 

ｂ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人は、監査等委員

会への報告事項に該当する事実が発生した場合または発生が見込まれる場合には、速や

かに報告を行う。 

⑵ グループ企業の取締役、執行役員、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受

けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制 

グループ企業の取締役および執行役員の職務執行に係る事項の当社への協議・報告、企

業倫理相談窓口へのグループ企業に係る相談・通報を受けた当社の取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）、執行役員および使用人は、遅滞なく当社の監査等委員会に報告を

行う。 

⑶ 当社の監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 

当社の監査等委員会に報告した者に対して、その報告を行ったことを理由とする不利な

取扱いは行わないこととし、そのための体制を整備する。 

８．当社の監査等委員の職務執行（監査等委員会の職務執行に関するものに限る。）につい

て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員が職務執行（監査等委員会の職務執行に関するものに限る。）のために請求し

た費用等については、当社は、それが当該監査等委員の職務に必要がないことを証明した場

合を除き、速やかに処理を行う。 

９．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

⑴ 代表取締役は、監査等委員会との意見交換のための会合を定期的に行い、経営全般につ

いて相互に認識を深める。 

⑵ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員および使用人は、監査等委員会

が選定する監査等委員から職務執行状況の聴取および重要な決裁書類の閲覧等を求められ

た場合は、速やかにこれに応じる。また、内部監査組織は、監査等委員会に内部監査結果

を適宜報告するなど、監査の実効性を高めるため、監査等委員会との連携を図る。 

（注）グループ企業とは、会社法上の子会社および持分法を適用する関連会社とする。 
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

○ 新たに策定した「中国電力グループ経営ビジョン 2040」のもと、中期経営計画に基づ

き、電気事業を中心とした事業を展開するにあたり、取締役会を 15回開催し、経営の基本

方針等の決定を行うとともに、業務執行状況等の報告を受け、取締役の職務執行を監督し

ております。 

  また、ガバナンスの質的向上のため、社外取締役による意見交換会を開催し、取締役会

の実効性評価、その他ガバナンスに関する気付きについて、意見交換を行っております。 

○ 「企業倫理委員会規程」に基づき、企業倫理委員会を４回開催し、コンプライアンス推

進施策や企業倫理相談窓口への対応、一連の不適切事案の再発防止策の実施状況等に関す

る社外有識者等からの積極的な提言・意見等をいただくとともに、「エネルギアグループ

企業行動憲章」および「中国電力コンプライアンス行動規範」等に基づき、コンプライア

ンスの推進に継続的に取り組んでおります。また、コーポレートガバナンス・コードの各

原則をすべて実施し、その旨を開示しております。 

○ 内部通報を受け付ける窓口である企業倫理相談窓口の積極的な活用を促すとともに、相

談者が利用しやすい環境整備を目的として、女性弁護士による社外窓口を新たに設置し、

相談者の保護を徹底しつつ、適切な対応を行っております。 

○ 「リスク管理規程」に基づき、事業活動に潜むリスクを的確に把握し、未然防止に向け

た施策を実施するとともに、その対応状況のモニタリングを行い、取締役会へ報告のう

え、毎年度の経営計画に適切に反映しています。また、収益機会拡大のための燃料、電力

に係るトレーディングの前提となる市場リスク管理のしくみを策定し、市場リスク管理機

能の高度化に取り組んでおります。 

○ 危機に対して迅速かつ適切に対応するため、「危機管理規程」に基づき、危機管理責任

者（リスク管理部門長）に経営リスク情報を一元的に集約する危機管理体制のもとで危機

の最小化に向けて取り組んでおります。 

○ 一連の不適切事案について、日常業務において形骸化防止に留意しつつ再発防止策を着

実に実施するとともに、事案の根本原因も踏まえて企業文化の変革に取り組んでおりま

す。また、コンプライアンス推進部門および内部監査部門が再発防止策の実施状況を確

認・監査するとともに、社外有識者が過半数を占める内部統制強化委員会において、再発

防止策を含む当社の内部統制の実施内容・実施状況等について、専門的な知見をもとに評

価・助言を受けながら、その強化に取り組んでおります。 

○ グループ経営要綱において、グループ経営の原則およびグループ企業の管理・支援等の

しくみを定めており、グループ中期経営計画および重要事項に関する協議・報告ならびに

社長会議等を通じて、中国電力ネットワーク株式会社を含むグループ企業の事業活動に対

する指導・支援等を行っております。 

また、グループ企業の取締役をメンバーとするエネルギアグループコンプライアンス・

リスク管理責任者会議の開催（年２回）や当社からグループ企業への訪問等を通じて、グ

ループ企業のコンプライアンス推進およびリスク管理状況を把握し、必要な指導・支援等

を行っております。 
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○ 当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき策定した内部監査基本計画に則り、

監査等委員会および会計監査人と連携を図りながら、当社およびグループ企業を対象とし

て経営効率の向上および業務の適正の確保に資することを目的とした監査を実施しており

ます。 

○ 当社およびグループ企業の経営に重大な影響を及ぼす事項等については、「監査等委員

会への報告規程」に基づき、速やかに監査等委員会へ報告を行っております。 

  また、監査等委員会は、意思決定の経過および業務執行の状況を把握するため、経営会

議や企業倫理委員会等の重要会議に監査等委員を出席させております。 

  監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保を目的として、監査等委員と代表取

締役、また、監査等委員と監査等委員以外の社外取締役との意見交換会を開催し、ガバナ

ンス体制のあり方等に対する意見交換を行っております。 
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 197,024 28,537 450,180 △39,588 636,153

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △11,526 △11,526

親会社株主に帰属する
当期純利益

68,539 68,539

自己株式の取得 △8 △8

自己株式の処分 △0 27 27

その他 11 △9 2

株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － 11 57,012 10 57,033

当連結会計年度末残高 197,024 28,548 507,192 △39,578 693,186

その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当連結会計年度期首残高 11,882 7,004 43,072 9,422 71,382 △1,670 705,865

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △11,526

親会社株主に帰属する
当期純利益

68,539

自己株式の取得 △8

自己株式の処分 27

その他 2

株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額）

3,067 2,006 2,634 4,965 12,673 △280 12,393

当連結会計年度変動額合計 3,067 2,006 2,634 4,965 12,673 △280 69,427

当連結会計年度末残高 14,950 9,011 45,706 14,388 84,056 △1,950 775,292
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連 結 注 記 表
2025年４月１日から
2026年３月31日まで

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 20社

連結子会社は、中電プラント㈱、㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ、中電環境テクノス㈱、㈱エネコム、㈱エ

ネルギア・ビジネスサービス、㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービス、㈱パワー・エンジニアリン

グ・アンド・トレーニングサービス、Chugoku Electric Power Australia Resources Pty. Ltd.、Chugoku

Electric Power International Netherlands B.V.、 エ ネ ル ギ ア ・ パ ワ ー 山 口 ㈱、Chugoku Electric Power

America, LLC、Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd.、中国電力ネットワーク㈱、㈱アドプレックス、

中電技術コンサルタント㈱、㈱エネルギア・ロジスティックス、中国高圧コンクリート工業㈱、中電工業㈱、中

国計器工業㈱、㈱電力サポート中国である。

連結の範囲から除外した非連結子会社は、㈱エネルギア・パワートレーディング、㈱エネルギア・スマイル、

日電工業㈱、中国ベンド㈱、中国レコードマネジメント㈱、Camellia Energy Pte. Ltd.、Sevens Pacific Pte.

Ltd.、㈱ウインシステムズであり、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金の規模等からみて、それぞ

れ連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性がない。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した非連結子会社の数 ６社

持分法を適用した非連結子会社は、㈱エネルギア・スマイル、日電工業㈱、中国ベンド㈱、中国レコードマネ

ジメント㈱、Sevens Pacific Pte. Ltd.、㈱ウインシステムズである。

このうち、㈱ウインシステムズは、新たに株式を取得したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含め

ている。

持分法を適用した関連会社の数 13社

持分法を適用した関連会社は、瀬戸内共同火力㈱、㈱福利厚生倶楽部中国、水島エルエヌジー㈱、大崎クール

ジェン㈱、海田バイオマスパワー㈱、㈱中電工、中国電機製造㈱、3B Power Sdn.Bhd.、Dakpsi Investment and

Develop Hydroelectric Joint Stock Company、Energy Fiji Limited、Jimah East Power Sdn.Bhd.、Vung Ang

II Thermal Power LLC、Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.である。

持分法を適用していない非連結子会社（㈱エネルギア・パワートレーディング 他）及び関連会社（ハウスプラ

ス中国住宅保証㈱ 他）は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

してもその影響に重要性がない。

３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法により算定して

いる。）

市場価格のない株式等 … 主として移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ 棚卸資産

主として総平均法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 主として法人税法に定める耐用年数に基づく定額法

無形固定資産 … 主として法人税法に定める耐用年数に基づく定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループにおける主要な事業は、当社の電気の発電・販売事業及び中国電力ネットワーク株式会社の一

般送配電事業である。

当社の電気の発電・販売事業は、顧客との需給契約に基づいて電気を供給する義務を負っている。当該取引

に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上を行っている。

中国電力ネットワーク株式会社の一般送配電事業は、供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う

義務を負っている。当該取引に係る料金収入について、託送供給は毎月の検針により決定した電力量に基づき

収益計上を行い、電力量調整供給は毎月末日時点で決定した電力量に基づき収益計上を行っている。

(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満た

している通貨スワップ取引については振当処理を採用している。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ取引、商品スワップ取引、通貨スワップ取引、為替予約取引

ヘッジ対象 … 当社及び一部の連結子会社の業務から発生する債権・債務

ヘッジ方針

当社及び一部の連結子会社の業務から発生する債権・債務に関わる、市場変動リスクの軽減・回避を目

的とし、キャッシュ・フローを固定化、又は資産・負債に影響を及ぼす相場変動を相殺するものに限って

行うこととしている。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期毎

に比較することにより行っている。ただし、特例処理を採用している金利スワップ取引及び振当処理を採

用している通貨スワップ取引については、有効性の評価を省略している。

② のれんの償却方法及び償却期間

20年以内に均等償却している。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、発生した期に一時償却すること

としている。

③ 借入金利子の資産取得原価算入

電気事業固定資産のうち、主要な電源設備等の建設のために充当した資金の利子については、「電気事業

会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）により、資産の取得原価に算入している。

④ 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法

実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を

図るための電気事業法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第44号）第３条の規定による改正後の「原

子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」（平成17年法律第48号）に基

づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下、「機構」という。）に廃炉拠出金を納付し、電気事業営業

費用として計上している。

原子力事業者は、毎年度、機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、

機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負っている。
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⑤ 廃炉円滑化負担金

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に

伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の

託送料金の仕組みを通じて回収している。

当社は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」（令和６年経済産業省令第21号）による改正前の「電気事

業法施行規則」（平成７年通商産業省令第77号）第45条の21の12の規定に基づき、原子力特定資産簿価及び

原子力発電施設解体引当金の要引当額（以下、「廃炉円滑化負担金」という。）について申請を行い、経済

産業大臣の承認を得ている。

これを受け、中国電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」（平成７年通商産業省令第

77号）第45条の21の15の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収を行ってい

る。

⑥ 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法

実用発電用原子炉における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電

気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第44号）第３条の規定

による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」（平成17

年法律第48号、以下、「再処理法」という。）に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下、「機

構」という。）に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等

を実施することになった。なお、再処理法第５条第２項に基づき、実用発電用原子炉の運転に伴い発生する

使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を電気事業営業費用として費用計上する方法によっている。

また、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上してい

る。

⑦ 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産

の額を控除した額を退職給付に係る負債（年金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資

産）に計上している。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、主として給付算定式基準によっている。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として１年）による定額

法により費用処理している。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整のうえ、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。

⑧ グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用している。

⑨ 金額単位

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

(会計上の見積りに関する注記)

繰延税金資産

１．当連結会計年度に計上した金額

47,536 百万円

２．会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、中期経営計画等に基づく将来の課税所得の見積りにより、回収可能と判断した部分について

繰延税金資産を計上しており、当該課税所得の見積りには、燃料・電力市場価格、販売電力量及び発受電電力量

の予測等を勘案し、現時点で利用可能な情報に基づいた販売単価などの仮定が含まれている。

したがって、競争環境の変化、燃料価格の変動等の予測し得ない要因により、これらの仮定に重要な変更が生

じ、将来の課税所得の減少が見込まれることになった場合には、繰延税金資産の回収可能性に影響を与える可能

性がある。
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(連結貸借対照表に関する注記)

１．担保資産及び担保付債務

(1) 当社

担保資産

総財産を以下の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。

担保付債務

社債 1,141,690 百万円

(１年以内に償還すべき金額を含む。)

株式会社日本政策投資銀行借入金 100,000 百万円

(１年以内に返済すべき金額を含む。)

(2) 連結子会社

担保資産

その他の固定資産 619 百万円

現金及び預金 6 百万円

その他の流動資産 6,306 百万円

担保付債務

長期借入金 150 百万円

(１年以内に返済すべき金額を含む。)

その他の流動負債 5,237 百万円

(3) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産

関係会社長期投資 22,890 百万円

なお、出資会社が債務不履行となった場合の連結子会社の負担は、当該出資等の金額に限定されている。

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,647,466 百万円

３．偶発債務

保証債務

日本原燃株式会社 46,855 百万円

従業員〔提携住宅ローン〕 9,998 百万円

海田バイオマスパワー株式会社 8,275 百万円

やまぐち港湾運営株式会社 8,262 百万円

Jimah East Power Sdn.Bhd. 2,213 百万円

Vung Ang II Thermal Power LLC 2,006 百万円

送配電システムズ合同会社 1,170 百万円

その他 1 百万円

合計額 78,783 百万円

４．受取手形、売掛金及び契約資産のうち顧客との契約から生じた債権及び契約資産

受取手形 1,309 百万円

売掛金 106,096 百万円

契約資産 998 百万円
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(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 387,154,692 － － 387,154,692

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 27,589,469 15,418 26,536 27,578,351

(注) 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当

社株式がそれぞれ、658,000株、632,000株含まれている。

(変動事由)

増加数の内訳

単元未満株式の買取りによる増加 9,335株
持分法適用会社の持分比率増加に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加 6,083株

減少数の内訳

「株式給付信託（BBT）」に係る自己株式（当社株式）の給付による減少 26,000株
単元未満株式の売渡しによる減少 536株

３．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会

普通株式 7,924百万円 22.00円 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年10月31日
取締役会

普通株式 3,602百万円 10.00円 2025年９月30日 2025年11月28日

(注1) 配当金の総額は内部取引消去後である。

(注2) 2025年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当

社株式に対する配当金14百万円が含まれている。

(注3) 2025年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株

式に対する配当金６百万円が含まれている。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年６月25日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 6,128百万円 17.00円 2026年３月31日 2026年６月26日

(注1) 配当金の総額は内部取引消去前である。

(注2) 2026年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当

社株式に対する配当金10百万円が含まれている。
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(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業の大半を電気事業が占めており、事業を行ううえで必要な設備投資資金・運転資金を、

計画に基づき、主に社債、長期借入金、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーにより調達している。

資金運用については、計画に基づいて安全性の高い金融資産で運用することとしている。

デリバティブ取引は、当社及び一部の連結子会社の業務から発生する債権・債務（実需取引）を対象とするこ

とを原則とし、投機目的の取引は行わない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

長期投資（その他有価証券）は、主に当社及びグループ会社の中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判

断し保有する株式であり、定期的に株式の時価や出資先の財務状況等を把握している。

受取手形及び売掛金はその過半を電気事業に係る債権が占め、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスク

に関しては、電気特定小売供給約款等に基づき、顧客ごとに期日管理及び残高管理を行っている。

社債及び借入金は主に設備投資資金として調達している。有利子負債残高の多くは固定金利で調達した長期資

金（社債や長期借入金）であるが、一部は変動金利で調達しており、金利変動リスクに晒されている。当該リス

クに関しては、金利環境を勘案の上、定期的にモニタリングを行っている。長期資金の一部には、市場変動リス

クの軽減・回避を目的にデリバティブ取引（金利スワップ取引及び通貨スワップ取引）をヘッジ手段として利用

している。

買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日である。

デリバティブ取引は、市場変動リスクの軽減・回避を目的に、金利スワップ取引、商品スワップ取引、通貨ス

ワップ取引及び為替予約取引等を利用している。なお、そのヘッジ手段・対象等については、「注記事項(連結計

算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) ３.会計方針に関する事項 (5)その他連結計算書類の

作成のための重要な事項 ①重要なヘッジ会計の方法」に記載している。

当社ではデリバティブ取引の執行箇所から独立した管理箇所を設置し、実施決定権限、執行・報告・管理方法

等を定めた社内規程に従って、取引を適切に管理している。なお、いずれも信用度の高い金融機関等とのデリバ

ティブ取引であり、また定期的に時価や信用情報等を把握することにより、取引先の契約不履行から生じる信用

リスクは極めて少ないと認識している。

また、社債及び借入金等は、流動性リスクに晒されているが、当社グループは、月次の資金繰り計画を作成す

るとともに、当社グループの事業を行ううえで必要な手許流動性の確保や、資金調達手段の多様化を図ることに

よって、流動性リスクを管理している。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもある。
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２．金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

(単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

資産

(1) 長期投資

その他有価証券 8,574 8,574 －

負債

(2) 社債 1,281,690 1,122,791 △158,898

(3) 長期借入金 2,011,549 1,940,291 △71,258

(4) デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないもの 5,569 5,569 －

②ヘッジ会計が適用されているもの 13,417 13,417 －

(注1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」は、現金であること又は短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。

(注2) 市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額44,491百万円）は、「(1) 長期投資 その他有価証

券」に含めていない。

(注3) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記

載を省略している。なお、当該出資の連結貸借対照表計上額は500百万円である。

(注4) 社債及び長期借入金については、１年以内に返済予定のものを含めている。

(注5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

場合は（ ）で示している。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類している。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期投資

その他有価証券

株式 8,574 － － 8,574

デリバティブ取引

商品関連 － 6,214 － 6,214

通貨関連 － 4,732 － 4,732

資産計 8,574 10,946 － 19,521

デリバティブ取引

商品関連 － 1,872 － 1,872

負債計 － 1,872 － 1,872
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 1,122,791 － 1,122,791

長期借入金 － 1,940,291 － 1,940,291

負債計 － 3,063,082 － 3,063,082

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期投資

上場株式の時価は、相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類している。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、市場価格があるものは当該市場価格、市場価格がないものは取引先金融機関等

から提示された価格、又はその価格を用いて算定しており、当該提示された価格は、観察可能な金利、外国為

替及び石炭の先物価格等をインプットとしていることなどから、これらの時価をレベル２の時価に分類してい

る。

社債

社債の時価は、市場価格があるものは当該市場価格に基づき、市場価格のないものは元利金の合計額を同様

の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、それぞれレベル２の時価に分

類している。なお、一部の社債は、通貨スワップの振当処理の対象とされており、当該通貨スワップと一体と

して処理された元利金の合計額を、同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定

している。

長期借入金

長期借入金の時価は、固定金利によるものは元利金合計額を同様の借入において想定される利率で割り引い

て現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類している。変動金利によるものは短期間で市場金利を反映

し、また、当社グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似している

と考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類している。
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(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 2,161円55銭

１株当たり当期純利益 190円61銭

(注) １株当たり純資産額の算定上、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式を期末発行済株式総数の計算にお

いて控除する自己株式に含めている（当連結会計年度末632,000株）。また、１株当たり当期純利益の算定上、

「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている

（当連結会計年度638,500株）。

(収益認識に関する注記)

１．収益の分解情報

(単位：百万円)

総合エネルギー事業 送配電事業 情報通信事業

顧客との契約から生じる収益 1,164,355 176,771 33,765

その他の収益 37,575 132 240

外部顧客への売上高 1,201,930 176,903 34,005

各事業の主な内容

総合エネルギー事業 … 発電事業、電力販売事業、燃料販売事業、熱供給事業

送配電事業 … 一般送配電事業

情報通信事業 … 電気通信事業、情報処理事業

「総合エネルギー事業」及び「送配電事業」の「その他の収益」において、「国民の安心・安全と持続的な成

長に向けた総合経済対策」、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」及び「「強い経済」を実現する総合

経済対策」に基づく「電気・ガス料金支援」により国から受領した補助金が、それぞれ33,081百万円、132百万円

含まれている。

２．収益を理解するための基礎となる情報

「(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) ３．会計方針に関する事項 (4) 重

要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想さ

れる契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めていない。当社グループの主要な事業における残存履

行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりである。

(単位：百万円)

当連結会計年度

１年以内 36,290

１年超３年以内 104,582

３年超 88,459

合計 229,332

（注）当連結会計年度末において、収益として認識されると見込んでいる取引価格の総額には、長期脱炭素電源

オークションにより得ることができる収入は含めていない。長期脱炭素電源オークションからの収入は、

約定した容量確保契約金額から同期間で卸市場・非化石市場等から得た収益のうち、約９割を還付額とし

て差し引いた額になるが、還付額は将来の市場価格により変動することから、変動対価の額に関する不確

実性が事後的に解消される際に、解消されるまでに計上された収益の減額が発生しない可能性が高い部分

の見積は困難なため、注記の対象に含めていない。

(その他の注記)

「電気事業会計規則」の改正

「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）が改正されたため、改正後の電気事業会計規則に準じ

て連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表を作成している。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
2025年４月１日から
2026年３月31日まで

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他
資本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

特定災害
防止準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当事業年度期首残高 197,024 28,173 47 21,082 76 78,000 139,310 △39,184 424,530

当事業年度変動額

特定災害防止準備金
の積立

1 △1 －

別途積立金の積立 73,000 △73,000 －

剰余金の配当 △11,535 △11,535

当期純利益 59,828 59,828

自己株式の取得 △8 △8

自己株式の処分 △0 27 27

株主資本以外の項目
の当該事業年度変動
額（純額）

当事業年度変動額合計 － － △0 － 1 73,000 △24,709 19 48,311

当事業年度末残高 197,024 28,173 47 21,082 78 151,000 114,600 △39,165 472,842

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当事業年度期首残高 5,283 549 5,833 430,364

当事業年度変動額

特定災害防止準備金
の積立

－

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △11,535

当期純利益 59,828

自己株式の取得 △8

自己株式の処分 27

株主資本以外の項目
の当該事業年度変動
額（純額）

57 1,943 2,001 2,001

当事業年度変動額合計 57 1,943 2,001 50,312

当事業年度末残高 5,341 2,492 7,834 480,676

(注) 資本剰余金及び利益剰余金の各合計欄は記載を省略している。
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個 別 注 記 表
2025年４月１日から
2026年３月31日まで

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 … 原価法

子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの

… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定している。）

市場価格のない株式等

… 移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 … 原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）

評価方法 貯蔵品のうち石炭、燃料油、ガス、バイオマス燃料及び一般貯蔵品 … 総平均法

特殊品 … 個別法

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 法人税法に定める耐用年数に基づく定額法

無形固定資産 … 法人税法に定める耐用年数に基づく定額法

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ている。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっている。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１年）による定額法により費

用処理している。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

４．収益及び費用の計上基準

当社における主要な事業は電気の発電・販売事業であり、顧客との需給契約に基づいて電気を供給する義務を

負っている。当該取引に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上を行って

いる。

５．その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に費用としている。
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(2) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満たし

ている通貨スワップ取引については振当処理を採用している。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ取引、商品スワップ取引、通貨スワップ取引、為替予約取引

ヘッジ対象 … 当社業務から発生する債務

ヘッジ方針

当社業務から発生する債権・債務に関わる、市場変動リスクの軽減・回避を目的とし、キャッシュ・フ

ローを固定化、又は資産・負債に影響を及ぼす相場変動を相殺するものに限って行うこととしている。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期毎に

比較することにより行っている。ただし、特例処理を採用している金利スワップ取引及び振当処理を採用し

ている通貨スワップ取引については、有効性の評価を省略している。

(3) 借入金利子の資産取得原価算入

電気事業固定資産のうち、主要な電源設備等の建設のために充当した資金の利子については、「電気事業会

計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）により、資産の取得原価に算入している。

(4) 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法

実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図

るための電気事業法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第44号）第３条の規定による改正後の「原子力

発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」（平成17年法律第48号）に基づき、

使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下、「機構」という。）に廃炉拠出金を納付し、廃炉拠出金費として計

上している。

原子力事業者は、毎年度、機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、

機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負っている。

(5) 廃炉円滑化負担金

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴

い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送

料金の仕組みを通じて回収している。

当社は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」（令和６年経済産業省令第21号）による改正前の「電気事業法

施行規則」（平成７年通商産業省令第77号）第45条の21の12の規定に基づき、原子力特定資産簿価及び原子力

発電施設解体引当金の要引当額（以下、「廃炉円滑化負担金」という。）について申請を行い、経済産業大臣

の承認を得ている。

これを受け、中国電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」（平成７年通商産業省令第77

号）第45条の21の15の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払

い渡しを行っており、当社は、払い渡された廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」（昭和40年通

商産業省令第57号）に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。

(6) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法

実用発電用原子炉における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気

供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第44号）第３条の規定によ

る改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」（平成17年法律

第48号、以下、「再処理法」という。）に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下、「機構」とい

う。）に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施する

ことになった。なお、再処理法第５条第２項に基づき、実用発電用原子炉の運転に伴い発生する使用済燃料の

量に応じて算定した拠出金を使用済燃料再処理等拠出金費として費用計上する方法によっている。

また、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
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(7) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用している。

(8) 金額単位

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

(会計上の見積りに関する注記)

繰延税金資産

１．当事業年度に計上した金額

34,032百万円

２．会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）」の内容と同一であるため、記載を省略している。

(貸借対照表に関する注記)

１．担保権を設定している資産及び担保付債務

総財産を以下の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。

社債 1,141,690 百万円

（１年以内に償還すべき金額を含む。）

株式会社日本政策投資銀行借入金 100,000 百万円

（１年以内に返済すべき金額を含む。）

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,345,195 百万円

３．偶発債務

保証債務

日本原燃株式会社 46,855 百万円

海田バイオマスパワー株式会社 8,275 百万円

やまぐち港湾運営株式会社 8,262 百万円

エネルギア・パワー山口株式会社 7,754 百万円

従業員〔提携住宅ローン〕 4,821 百万円

Jimah East Power Sdn.Bhd. 2,213 百万円

Vung Ang II Thermal Power LLC 2,006 百万円

合計額 80,188 百万円

４．関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する長期金銭債権 615,774 百万円

関係会社に対する短期金銭債権 38,388 百万円

関係会社に対する長期金銭債務 8,386 百万円

関係会社に対する短期金銭債務 109,456 百万円

５．損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額

ＬＮＧ供給事業

専用固定資産 20 百万円

他事業との共用固定資産の配賦額 2,544 百万円

合計額 2,565 百万円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引高 費用 396,860 百万円、収益 183,688 百万円

営業取引以外の取引高 7,378 百万円
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(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 27,301,930株

(注) 当事業年度末の自己株式数には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式が632,000株含まれている。

(税効果会計に関する注記)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払廃炉拠出金 26,149 百万円

組織再編に伴う関係会社株式 7,622 百万円

退職給付引当金 7,152 百万円

減価償却資産償却超過額 6,261 百万円

未払使用済燃料再処理等拠出金 2,623 百万円

修繕等工事費用 2,330 百万円

使用済燃料再処理費用 2,098 百万円

その他 11,409 百万円

繰延税金資産小計 65,646 百万円

評価性引当額 △3,657 百万円

繰延税金資産合計 61,989 百万円

繰延税金負債

原子力発電施設解体準備金 △13,008 百万円

前払年金費用 △11,047 百万円

その他有価証券評価差額金 △2,112 百万円

その他 △1,788 百万円

繰延税金負債合計 △27,957 百万円

繰延税金資産の純額 34,032 百万円

(表示方法の変更)

前事業年度において、「繰延税金資産」に表示していた「税務上の繰越欠損金」は、金額的重要性が乏しく

なったため、当事業年度より「その他」に含めて表示している。

なお、前事業年度の「税務上の繰越欠損金」は11,674百万円である。

２．グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

当社は、グループ通算制度を適用している。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に

関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理及びこれ

らに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
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(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連会社等

種類
会社等の

名称

議決権等の
所有(被所有)

割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
中国電力

ネットワーク
株式会社

所有
直接100％

資金貸借
取引

社債の償還
(注1)

51,760
関係会社
長期投資

310,560

社債利息の
受取(注2)

1,987
関係会社
短期債権

423

資金の預り
(注3)

15,338
関係会社
短期債務

23,455

資金の貸付
(注3)

111,000
関係会社
長期投資

587,000

貸付金利息の
受取(注4)

5,038
関係会社
短期債権

1

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 中国電力ネットワーク株式会社が発行した社債(当社が発行した社債等と同様の条件で引受)について償還を

受けている。

(注2) 中国電力ネットワーク株式会社が発行した社債を当社が引き受けたことに係る利息の受取である。

(注3) 資金の貸付及び資金の預りは、ＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・サービス)に係るものであり、市場金利

を勘案して利率を合理的に決定している。

(注4) 貸付金利息の受取は、ＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・サービス)に係るものである。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 1,335円76銭

１株当たり当期純利益 166円26銭

(注) １株当たり純資産額の算定上、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式を期末発行済株式総数の計算にお

いて控除する自己株式に含めている（当事業年度末632,000株）。また、１株当たり当期純利益の算定上、「株

式給付信託（BBT）」が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている（当

事業年度638,500株）。

(その他の注記)

１．「電気事業会計規則」の改正

「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)が改正されたため、改正後の電気事業会計規則により貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び計算書類の附属明細書を作成している。

２．電気・ガス料金支援への参画

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」、「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」

及び「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づく「電気・ガス料金支援」により、国が定める値引き単価

による電気料金の値引きを行っており、その原資として受領した補助金32,909百万円を電気事業雑収益に計上し

ている。

27




